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第2次大戦以後における日本資本主義の復活およびその後の｢高度経済成長｣を保障した
一つの重要な基礎条件として,農地改革とその諸結果を指摘しうる｡農地改革は,さまざま

な限界をもってはいたが,第1には,自作農経営の広汎な創出によって,日本資本主義の国

内市場を戦前とは異質なものとしつつ,量的にも決定的に拡大した｡第2に,創設自作農を

担い手とする農業生産力の急連な向上がみられ,食糧自給度の向上,輸入食糧の減少を媒介

として,工業原料の輸入拡大,国際収支の改善を可能としたoまた農業生産力の向上が,動力

耕弄云株等を中心とする省力技術を含んだことによって,多量の労働力を農業から排出させた｡

以上のような,農地改革によって作り出された広汎な自作農経営と,日本資本主義の復活

とのいわば適合的な関係は, ｢高度経済成長｣の進展にともなって急速に崩壊してくる｡国内

市場における農村市場の位置の相対的縮少,貿易量の拡大にともなう農産物部門の相対的縮

少という事態が進行した｡また,農業から工業に対する労働力の供給も,零細な自作農経営

を前提とするかぎり,いちはやく限界に達せざるをえないo農地改革の諸結果が,資本主義

の復活,その後の｢高度経済成長｣の基礎条件でありながら｢高度経済成長｣の持続的な発

展に対しては逆に軽括となる関係がここにあらわれる｡資本主義にとって,より適合的な形

態に,農業を再編しなければならない要請が生じる｡市場的には,従来,軽工業,もしくは

たかだか化学肥料工業にとっての市場という性格の強かった農村市場を,重機械工業にとっ

ての市場にかえねばならぬし,またそれを通じて,農業からより多くの追加労働力を工業に

供給しなければならない｡これらの要請は,農業の食指供給機能がすでに一定水準に到達し

ているという認識,あるいは工業の輸出力が,食糧輸入の一定の増加を許容しうるという認

言乱　極端な場合は,食糧輸入の増大をテコとして工業品輸出市場を拡大しうるという主張に

よって支えられた｡

農業基本法(1961年)に体系化された政策理念は,右のごとき要請を現実化させたものと

いいうる｡農業基本法は,いわゆる｢宣言立法｣であって,具体的な諸施策は,別途,立

法･予算措置を講じることになっているが,ここで宣言もしくは唱導されている理念は,一

言でいって,農業を｢近代化｣しなければならないということである｡そのための｢政策の
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柱｣は｢生産政策｣ ｢所得政策｣ ｢構造政策｣の3本とされており,前述の要請にこたえる

ための中心政策としては,いうまでもなく｢構造政策｣が位置づけられる｡すなわち, ｢生

産政策｣においては,従来の物量視点が放棄されて,一義的な生産性視点が確立されている｡

あたらしい(大型)機械化技術の採用によって,労働力を節約することが,ここでの中心課

題となっている｡これは｢構造政策｣推進の技術的前提である｡ ｢所得政策｣は,従来価格

政策としておこなわれていた諸施策を,あたらしく｢所得政策｣として再編したものだが,

その意味は価格政策のおちいりやすい欠点,すなわち,生産物別の価格調節政策が,農業全

体としてのアンバランスをうみ出しやすいこと,それが過度の財政支出を必要としたり,あ

るいは｢選択的拡大｣の妨げになりやすいこと,などをチェックする点にあった｡さらにい

えば,従来の価格政策(とくに米価政策)が,農業保護政策としての価格維持政策であり,

それが零細な自作農経営を温存させている,という認識にもとづいて,そのような価格政策

を廃止したい,という期待が｢所得政策｣という用語のなかにこめられている｡ ｢所得政策｣

は, ｢構造政策｣の経済的前提という位置にあるとみてよい｡

こうして, ｢構造政策｣は,それ自体｢自立経営･協業経営の育成｣ ｢農地の流動化｣な

どの具体的内容をもちつつ,他方,農業政策全体の中心的地位にある｡さきに,基本法農政

の理念を一言で｢近代化｣政策と要約したが,それは右のような政策体系を前提とした｢構

造政策｣として,具体化されている｡

さて,以上のごとき背景と内容をもって登場した基本法農政に対しては,周知のごとくさ

まざまな議論がおこなわれた｡基本法農政の理念に賛同し,その諸施策をなお不充分なもの

とする議論は捨象するとしても,これに反対もしくは批判する議論でもさまざまな見解が存

在した｡たとえば｢農業基本法などというものが,何か日本の農業問題を基本から解決しう
1)

るもののようにとなえられはじめ｣ているけれどもその｢結果はあるいみで知れている｣と

して,これを軽視もしくは無視する見解,あるいは｢農民不在の農業政策論｣という言葉で
2)

基本法農政が｢独占資本の立場から農業問題をとりあげ｣ている点をするどくついている見

解,さらには,基本法農政を逆手にとり,労働者･農民のイニシアチヴのもとで,その不充

分さ,あるいは資本家的性格を変質させていくべきだとする,いわゆる構造改革派の見解等

々が存在した｡

これらの諸見解について詳論することは,ここでの問題でない｡指摘したい点は,いずれ

もが,いわゆる｢政策論｣として展開されており,しかもそれが充分に説得的な｢現状分

析｣をふまえたものでなかったとおもわれる点である｡いま紹介した第1の見解にしても,

結局は｢独占資本は農業問題を解決しえない｣という命題を,基本法農政の局面に適用して

いるにすぎないし,第2の見解の場合も政策批判としては的を射たとしても,それではいか

にすべきかという反間には充分答えるところがなかった｡公式主義･農本主義といった反批

判を受ける弱点をもっていたのである｡さらに第3の見解は,修正主義という反批判が加え

られている点からも推察されるごとく,それが基本法農政に真に対決する見解かどうかさえ
3)

問題となりうる｡これらの議論は, ｢現状分析｣ぬきの｢政策論｣として展開され,したが

って相互に内在的な批判とはなりえず,かつ,基本法農政批判としてもきわめて不充分なも

のにとどまった｡討論がかみあわないままに時間が推移し,事態が進行している｡基本法農

政をめぐる論議から教訓をえるとすれば,このような政策批判の方法的反省だけしかえられ

ないのであるまいかo
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ところで,上述のごとく,基本法農政の中心視点が,資本の側からする農業の｢近代化｣

政策であるとするならば,農業の側からの｢近代化｣指向が,どのように内発的に形成され

ているかを提示し,それと基本法農政の｢近代化｣政策とを対比することが,政策批判を
4)

｢科学的｣たらしめる唯一の方法だったと思われる｡問題の背景に,農工間の不均等発展が

あり,その矛盾が,農地改革後の自作農経営の内部に堆積されていたことからすれば,農業

の側からの自生的な再編方向を,基本法農政の問題化した時期にあきらかにすることは必要

不可欠のことだったが,それはなされなかった.基本法論争に先行した農民層分解をめぐる

論争は,あるいみでこの課題に立ちむかったものだが,しかし,それとて農民層の自生的分
5)

解を評価しない方向性がよりつよく,基本法農政の内在的批判の素材にはなりえなかったの

である｡

以上のことから,問題は自作農経営を出発点とし,そこからよのような近代化指向が醸成

されつつあるか,いいかえれば自生的な農民層分解がいかに進行しているかをあきらかにし,

それによって基本法農政をも科学的実証的に批判するところにあるといってよいが,しかし,

これをただちにこの小稿で呆そうとするわけではない｡小稿は,上の課題を果すための-秦

材として,基本法農政による｢近代化｣政策が,現実の農業経営においてどのように兵庫化

されているかを,かぎられた事例について観察しようというだけである｡
6)

叙述の方法としては,多くの分析がしているように,基本法農政がどのように実施され,

農業経営にいかなるイムパクトを与えているか,という方法でなく,現実の農業経営がいか

なる運動をおこなっており,そこでこのイムパクトがどのように受けとめられているか,と

いうのべかたをしている｡上述の問題状況からみて,こうした視角が欠けていたと思われる

からである｡

1)大内力｢日本資本主義と農業-農業基本法の背景-｣日本農業年報9巻所収

2)近藤康男｢農民不在の農業政策論｣朝日ジャーナル1960年8月,のちに｢何が農業基本問題か｣

に集録

3)基本法問題の論争は,多様な形態でおこなわれたが,さしあたりは｢日本農業年報11巻-構造

改善,その意図と現実｣所収の討論会を参照されたい｡

4)拙稿｢稲作中型技術の形成｣日本の農業, 48集参照

5)犬壕昭治｢農民分解諭の問題点｣参照,農業協同組合, 1961年7月号所収

6)このような報告は多数存在しているが代表的なものとしては,橋本玲子｢農業構造改善事業｣阪

本楠彦編｢基本法農政の展開｣所収がある｡

7)付記しておけば,ノト稿は1964年11月に調査を行ない' 65年2月に脱稿した調査ノートである｡そ

の後の事態を補足しなければならないが,調査の概会がないままにとりあえず発表することにした｡

これを一つの素材として,本文でのべた課題に直接アプローチする作業は別稿を期したい｡

-　調　査　対　象

石川県松任町は,加賀平野の中心部,手取川右岸扇状地の中心部に位置を占める｡水田率

ほぼ100%, 1戸当り水田1.5-クタ-ル,石川県としては,稲作上層農の集中した高位生産

力地帯である｡

調査部落"平松"は,松任町の中でもとくに,水田規模の大きさ(1戸当り2-クタ-
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ル)米反収の高さ(約600kg)を誇っている｡

北陸水田単作地帯のチャンピオンと目されるこの平松部落は, 1961年以降,基本法農政の

集中的な"恩恵"にあずかっている｡すなわち,第1に,同年｢農業機械化実験集落事業｣

の指定をうけた｡これは,大型一貫機械化稲作を実現する現地実験という意味をもち,大型

トラクタ-･コンバイン･ライスセンタ-等の必要な機械･施設を無料で国から貸与される｡

第2には,この実験事業を成功させるための｢北陸地区農業機械化調査会｣なるものが設立

され,国･児の試験場,地域内の大学のスタッフによる濃密な技術指導･経営指導の体制が

整えられた｡これらのことを前提として第3に, 1962年から,農業構造改善事業の指定も受
1)

けて,土地基盤整備･稲作の機械化･省力化を通じて水田酪農の形成をめざすこととなった｡

これらの諸事業は, 1962年春からのトラクター導入,同年冬･63年冬の2ヶ年に亘る土地

基盤整備事業(約47-クタ-ル), 63年秋のコンバイン･ライスセンター導入, 65年からの

構造改善事業による大型トラクタ-の追加導入,という展開をとげる｡この間,農業経営の

側でも,多様な変化をとげている｡

以下,その経営変化の態様を追跡してみよう｡あらかじめ,その手順を示せば,まず,平

松部落における農業経営の分化傾向を類型化して,それらがいかなる特質をもつかを検討す

る(二)｡つぎに,そのような経営分化がいかなる要因にもとづいていたかを,一般的なかた

ちで推察し(三一1),その具体的な展開構造を,水稲+酪農経営(三一2),水稲専作経営

(三一3)の2つの類型について検討する｡

1)これらの事業は,石川県農林部｢農業娩械化実験集落事業実績報告書｣各年次に,詳細な内容が

のべられているが,ここでは紹介をなるべく省いた｡農業経営の側から,これらの事業をみていく本

稿の視点からはそれで足りるし,必要に応じて説明すればよいことである｡

二　農業経営の分化とその特質

1　農業経営の類型と変動

第1表は, ｢1960年センサス｣, ｢農業機械化実験計画書｣, ｢同上実績報告, 62年｣ ｢同

上, 63年｣および実態調査にもとづいてつくった平松集落の農家一覧である｡その配列は,

1960年センサスにおける経営耕地面積によっている｡

この表で1960年センサス,および｢計画書｣ (61年)の数字は, 1960-'61年の経営類型を,

実験集落開始以前の状態を知るてがかりとして表示したものであり, ｢実績報告｣ (62′Y3

年)は,実験集落事業一基盤整備事業の実施過程における農業経営の状態を知るためにかか

げたものである｡さいごに64年の実態調査は部分的なものではあるが,調査時げんざいの状

態を知るためにかかげた｡

平松集落は,平均耕地面積が約2-クタールであり,げんざいの水準では大規模経営のと
1)

ころであるが,耕地面積の面での経営分化はそれほどいちぢるしくない｡表の耕地面積の欄

をみればあきらかなように,最大でも2.6-クタールしかなく,それと,最少の約1-クタ

-ル経営のあいだに, 25戸の農家が分布している.とくに2-クタール前後のところにほと

んど大部分の農家が集中しているのが特徴であり, 1-クタール前後の農家はすくない｡

したがって,通例みれらるように,まず耕地面積別の階層区分をおこない,それを基準と

＼
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62実験年度｣ ｢同左63実験年度｣および実態調査(64年12月)

-iま実態調査の対象とならない農家
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して経営の特質を考えていくというやりかたは,さしありあまり有効ではないようだ｡もつ

と別の分析基準を考えなければならない｡

表示した指標は,農業労働九　兼業状態,耕地面積,家畜の4つであるが,このうち農業

労働力は経営の主体的側面をあらわし,兼業状態,耕地面積,家畜は経営-労働力利用の対

象的側面をあらわしている｡この主体的側面にたいする対象的側面の結合様式による分類は

意味をもつだろうか,というのがわれわれの着想である｡対象的側面のうち,耕地面積につ

いては,すでにのべたとおりがいして均一的な特徴をもっていた｡ここの耕地は,ほとんど

が水田でかつ水稲を栽培している｡それ以外の作物は,のちにのべる裏作の飼料作物をのぞ
2)

けばとるにたりない｡そのことを考慮すれば,右の耕地面積の均一性は,そのまま水稲作経

営としての均一性とよみかえても大過ない｡このように,すべての農業経営が水稲作経営で

あることを前提として,それに,兼業状態,家畜という対象的側面が結合している｡それら

の組み合わせによって,農業経営を類型区分してみよう｡まず家畜については,ニワトリと

乳牛があり,かつ乳牛については,個人経営と共同経営がみられる｡だから,われわれは,

水稲作を基礎としつつも,それだけをやっている水稲専作経営と,水稲+家畜経営を区別し,

さらに後者を水稲+ニワトリ,水稲+個人酪農,水稲十共同酪農の3つに細分しよう｡

つぎに兼業状態についていえば, 2 ･ 3男労働力の兼業は考察から除外したほうがいい｡

これらの2 ･ 3男兼業者は,げんざいの諸条件を前提とすれば,早晩,農業経営の外部に流

出するものと考えていいし,当面の農業経営にとっても関連はうすいからである｡つぎに,

表示した事例では農協組合長という役員兼業からみられるがこれも考察から除外したい.労

働力利用というばあい,とうぜんに前提としている,収入活動が第一義的であるということ

が,かならずしもみたされていないからである｡このように兼業の考察を,農業経営の基幹

的労働力が収入を目的としておこなうものにしぼってみると,表の事例では,わら加工兼業

と,臨時･日雇兼業, (②農家の商事会社臨時･⑮農家の冬季の運転手兼業もふくむ)職員

兼業(㊥農家)の3つの形態がのこされる｡

このうち,臨時･日雇兼業および職員兼業という労働力利用は,その対象的側面がまった

く農業経営の外部に存在しているという特質をもつ｡したがって,これはのちにふたたびふ

れることとして,さしあたりわれわれの問題である農業経営の類型区分においては,分析の

視野から外しておくことにする｡のこされた兼業状態としてはわら加工だけであるが,これ

を農業経営の一部門だと考えることにしよう｡それが主として自家生産物のわらを原料とし,

自己の農業生産手段-作業場･原動機などを農閑期に利用しておこなう収入活動であり,若

干の労働力は雇用するとしても,主体は豪族労働力だからである｡もちろんどの農家におい

てもわら加工はおこなわれるわけであるが,それはしかし,主として自給生産であって本質

的には水稲作業の一環であるのにたいし,これらのわら加工兼業農家は,それを直接的に商

品生産としておこなっている｡われわれはこれらのわら加工兼業農家を,水稲+わら加工の

経営芙頁型として区別することとする｡

以上,てつづきの説明がはんざつになったが,ともかく,水稲専作,水稲1ニワトリ,水

柄+個人酪農,水稲+共同酪農,水稲+わら加工という5つの経営頬型を区分してみた｡個

々の農家がそれぞれの時期において,どのように分類されるかということをしめしたのが第

2表である｡なおこの表の64年で実態調査の対象にならなかった農家については,集落代表

者からのききとりで補足した｡
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第2表　農業経営の類型区分

1 60-61年の経営夕月
62-63年の経営タイプ　l　64年の経営タイプ

水稲専作

水稲等作

水稲専作

水稲+個人酪農

水稲等作

水稲+個人酪農

水稲+ワラ加工

水稲専作

水稲等作

水稲専作

水稲専作

水稲+個人酪農

水稲専作

水稲+個人酪農

水稲専作

水稲等作

水稲+個人酪農

水稲+個人酪農

水稲+ワラ加工

水稲等作

水稲+個人酪農

水稲+ワラ加工

水稲等作

水稲+個人酪農

水稲専作

水稲+ニワトリ

水稲+個人酪農

水稲+共同鮪lT3,･ (第二牧場)

水稲+共同酪農(第一牧場)

水稲専作

水稲+個人酪農

水稲+ワラ加工

水稲専作

水稲+共同酪農(第二牧場)

水稲+ニワトリ

水稲専作

水稲+個人酪農+ニワトリ

水稲+共簡略農(第三牧場)

水稲+個人酪農

水稲専作

水稲+共同酉SzTl; (寡;二牧場)

水稲+個酪+共酪(第三牧場)

水稲+個人酪農

水稲+ワラ加工

水稲+共同酪農(第三牧場)

水稲+共同酪農(罪-牧場)

水稲+ワラ加工(共同)

水稲専作

水稲専作

水稲等作

水稲+ニワトリ

水稲専作

水稲尊作

水稲+共同酪農

水稲等作

水稲+個人酪農

水稲+ワラ加工

水稲等作

水稲尊作

水稲+ニワトリ

水稲等作

水稲+ニワトリ

水稲等作

水稲+個人解放

水稲専作

水稲尊作

水稲+個人酪農

水稲+個人酪農

水稲+ワラ加工

水稲+個人酪農

水稲+共同斬農

水稲尊作

水稲等作

水稲軍作

水稲等作

No. 1

第2表をかきかえて,それぞれの農家がどのような類型のあいだを変動してきたかを相聞

表でしめすと第3表がえられる｡表側,および表頭には, 5つの経営類型をおき,個々の農

家を第1表の農家番号であらわした｡ 3時点比較なので,表の左半分で,実験集落事業開始

前(表頭)と実施中(表側)の変動をしめし,さらに後者をそのまま右半分にもってきて,

調査時現在ではどうなっているかをしめした｡ (表頭の右半分)なお経営頬型の順序は表で
3)

みられるとおりの配列をしているが格別の意味はない｡念のために読みかたを例示しておけ

ば,たとえば表の左下に位置を占める(参農家は, 60-61年当時は水稲専作経営(左半分の表

頭)だったが,その後,水稲+共同酪農経営(表側)にかわり,さらに調査時にはふたたび

水稲専作経営(右半分の表頭)にかわったというぐあいによむのである｡また, ⑲農家は,

62-3年当時の位置が,水稲+ニワトリ経営と,水稲+個人酪農経営の中間にあるが,それ

はニワトリも個人酪農も両方やっていたからである｡げんみつにいえば水稲+ニワトリ+個

人酪農という経営類型の設定を必要とするが,省略して表のようなあらわしかたをした｡同

様に, ⑰農家は,水稲+個人酪農から,水稲+個人酪農+共同酪農というかたちにかわり,

さらにまた水稲+個人酪農にもどったという事例である｡中間の時期にこうした特殊例があ
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るため,前･後の時期の各類型別にしめしてある合計戸数は,延戸数と芙戸数で表示すると

いう奇妙なこととなったが,考察にはさしつかえない｡

個別事例の検討はあとまわしとし,ここでは,右の類型間の戸数変動だけを確認しておこ

うoみられるとおり, 1960-61年-実験集落事業開始以前における主要な経営類型は,水

稲等作経営と,水稲+個人酪農経営だった｡前者が14戸,後者が8戸という分化である｡の

こりの3戸は水稲+わら加工経営であり,それ以外の類型はまだみられなかった｡その後62

-63年の時期になると,右の水稲等作経営は,ニワトリを始める農家2戸,個人酪農を始め

る農家1戸,共同酪農を開始する農家5戸というぐあいに分化する｡また,個人酪農をやっ

ていた農家1戸(のちに注記する耕地縮少農家)が水稲専作にもどり, 3戸が共同酪農を始

めるといううどきをみせる｡類型別の戸数は表のとおりだが,酪農経営が合計で13戸(延戸

数では14戸だが)に増加し,とくに共同酪農農家が8戸にふえたことが注目される｡

64年12月-調査時点-になると,右の類型分化はふたび変動して,水稲専作13戸,水

稲+わら加工2戸,水稲+ニワトリ3戸,水稲+個人酪農5戸,水稲+共同酪農2戸,とい

う状態となる｡ 2-3の例外をのぞけば, 60-61年当時とかわらない状態に逆もどりした｡

変化の特徴は-表をみればあきらかなのだが-前の時期に酪農を開始した農家が, ⑲農

家をのぞいて,ことごとく水稲専作経営に逆もどりしたということである｡その⑳農家も,

共同酪農から個人酪農にかわり,共同酪農としては, ④･㊧の2戸(第一牧場)のみが存続

している｡

1)第1表でみるごとく,ほとんどの農家に43-1Jlいて,耕地面積はたいへん固定的なのだが, ①･㊨農

家の2戸だけが変動している｡ ①農家はききとり調査によれば59年に48アールを購入し,経営耕地は

2.7-クタールとなったが,それ以降はかわらないという｡センサス,その他の資料がまちがってい

ると思われるが,そのままにしておいた｡ 24農家は,表示した問に,家族の事故があり耕地を縮少し

ている0

2)ノ､クサイ,カンテンなどの秋野菜の作付が, 61年には1.6-クタ-ル, 62年には0.8-クタ-ルみ

られたが,個々の経営にとってみれば,最大でも20アールでしかなく(前出｢計画書｣ ｢実積報告｣

による)水稲+秋野菜の経営頴型を設定するほどの意義はない｡われわれの調査時点においてもその

作付減少はいっそう甚しかった｡ 62年の減少は耕地整理事業の影響といわれ,その後の減少は価格の

不安定によると説明された｡

3)あえて意味を付するとすれば,第3表の類型配列順序は,水稲単作経営にあらたな部門を結合す

るはあいの難易,もしくは水稲部門との競合度のちがいにもとずいていると考えてもいい.とはいえ,

のちにのべるように,これらの追加部門はいずれも水稲部門を温存し,それと競合しない限界内でと

りいれられているのであるから,事実上配列順序はどうでもよい｡

2　経営類型分化の基礎条件

以上,平松集落の農業経営は,ここ数年,おおきい変動を経験したのであるが,その変動

はいかなる要因にもとづいていたのだろうか｡そのうちもつとも基礎的な条件とおもわれる

労働力と耕地について,経営類型変動との関連をみておこう｡

まず第4表で,労働力との関連をみよう｡農家番号の上にかいた数字は,第1表にもとづ

く個々の農家の農業労働力数である｡

この表から何がわかるか｡個々の事例についてはかなり問題はあるのだが,おおすじとし

てはつぎのことがらを読みとってさしつかえない｡第1に, 60-61年当時,個人酪農をやつ
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ていた農家は, 1戸当り平均労働力が,2.94人でもつとも多いことを特徴としていた｡わら加

工農家の2.83人がこれにつづき,水稲専作農家は2.65人でもつともすくない｡葦2に,前述

のごとく, 62-3年にかけての経営分化は,水稲専作経営の分化が主体だったのだが,それ

らの農家は,水稲専作経営のなかでは1戸当り労働力の多い農家であった｡すなわち,第4

表のいちばん左側,水稲専作経営から分化した農家グループについてみると,ニワトリを始

めたグループ(⑤･⑲農家)は3.25人,個人酪農を始めた農家(⑧農家) 3人,共同酪農を

始めたグル-プ(③･⑨･⑬･⑱･㊨農家) 2.7人となっている｡そして,水稲専作経営と

してのこった農家グル-プ(⑤･(紛･⑳･⑮･⑳･㊨農家)の平均労働力は,わずかに2.33

人となる｡合計欄でしめしたこの当時の類型別の平均労働力は, +ニワトリが最高で3.33人,

以下+個人離農3.08人, +共同酪農2.87人, +わら加工2.83人,水稲等作2.35人という序列

となる｡第3に,おなじ酪農でも,個人酪農が共同酪農よりも豊富な労働力をもっている点

にも注意しておこう｡ 64年になっても以上の特徴はほとんどかわっていない｡なお, 64年に

は,おくれて酪農を開始した農家グル-プは, ㊨農家をのぞいてことごとく水稲等作経営に

逆もどりしたこと前述のとおりだが,これらの農家は水稲専作経営としては,相対的に多い

労働力をもちながらも,ほかの類型にくらべれば-とくに酪農家グル-プと対比せよ-

労働力はすくないという特徴をもつ点にも注意しよう｡

以上の労働力の多少は,経営諸類型の特質把握にさいして重要な示唆を与えているが,こ

こで労働力の多少というばあい,与えられた耕地にたいしての多少だということはいうまで

もない｡そこでつぎに耕地面積についても検討しよう｡

第5表がそれをしめす,つくりかたは前表とまったくおなじだ｡前にもふれたごとく,辛

松集落においては,経営耕地面積での差がすくないため,この表から多くのものを読みとる

ことは困難だが,要点を指摘すればつぎのようになる｡第1に,当初個人酪農をはじめてい

た農家グル-プは,耕地がややすくなく(平均1.93-クタ-ル),水稲等作経営だった農家

グループは,やや多かった(平均2.14-クタール),第2に,その後後者から分化した農家

グループは,がいして大経営の農家だった｡すなわち,ニワトリを始めた農家は2.41-クタ

-ル,個人酪農を始めた農家は2.59-クタ-ル,共同酪農を始めた農家は2.14-クタールの

耕地を経営していたのであり,それらはいずれも既存の酪農家よりもいくらか多めの耕地規

模である｡その結果, 62-3年当時には,水稲専作類型(1.72-クタ-ル)よりも酪農経営

(個人酪農2.16-クタ-ル,共同酪農2.08-クタ-ル)のほうが,耕地規模が大きいとい

う現象が生じる｡しかし,第3に,これらのおくれて酪農を開始した大規模農家グループ

は, 64年にはふたたび水稲専作経営に復帰する｡そのため右の耕地差は縮少し,水稲専作

1.94-クタ-ル,個人酪農1.98-クタ-ル,共同酪農2-クタ-ルというぐあいに均衡して

いる｡

以上,労働力と耕地面積についての考察を総括する意味で,農業労働力1人当りの耕地面

積を表示すると第6表がえられる｡かんたんにみるために,個別農家のそれは省略して平均

数字のみをしめした｡前諸表とおなじやりかたで読んでみると,第1に,当初酪農をはじめ

ていた農家は, 1人当り耕地がせまく(0.66-クタール),水稲専作経営のそれは広かった｡

(0.81-クタール),第2に,その後水稲専作経営のうちの大規模農家が酪農を開始したた

め,酪農類型の1人当り耕地規模は拡大し,水稲専作経営との差を消滅させる｡第3に, 64

年になると右の農家グループがふたたび水稲専作経営にもどるため類型別の1人当り耕地差
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もふたたび拡大する｡

なお,わら加工,ニワトリ農家も,時期によって多少のちがいはありながら,水稲専作経

営よりも1人当り耕地がすくない点も指摘しておく｡

1) ｢計画書｣は61年度に作製され,それは1960年センサスを基礎として,若干の修正を加えたもの

とされている｡

3　経営類型と日雇兼業化

さきに留保しておいた兼業状態についてみよう｡すでにのべたとおり,われわれの問題に

すべき兼業は,経営の基幹的労働力が収入を目的として農業経営の外部に就労するものだつ
1)

たが,前出第1表によると,その事例はすくなかった｡とくに64年の実態調査は,農家の半

数しか調査しなかったので,多くの調査洩れがあるとみていい｡

第7表　婦人の日雇兼業

匡げイIpT道工事l撚糸

けれどもつぎのような事実は,考察に値いするものと

おもわれる｡

集落代表者からのききとりによれば,ここ1-2年は,

急激に日雇兼業が増加しているとのことであるが,とく

に64年は,それが主婦にまでおよんできたのが特色だと

いう｡そこでわれわれは,どの農家の主婦がどんな日雇

いに出たかということを彼にチェックしてもらった｡そ

の結果は第7表のとおりである｡主婦日雇いの職種は三

つあって,ひとつはゴルフ場のキャディである｡これは

主として夏場の仕事であって,いま(12月)は土曜,日

曜に, 5戸の主婦がいっているだけである｡つぎに町道

の工事人夫があるが,これはいまはもっとも多い就労形

態だ｡さいごに揮糸工場の女工という例があるが,これ

は4戸だけだ｡そして,主婦日雇農家の合計は17戸にも

なっている｡

これらの主婦日雇兼業を,われわれの経営類型と関連

させてみるとどうなるか,それをみたのが第8表である｡

念のために,第1表の男子基幹労働力の兼業(⑮･㊨･

⑬農家)もしめした｡また考察の便宜上,前述の農家グ

ループを(1)一貫して水稲専作だったグループ, (2)酪農グ

ループ, (3)酪農中止グループ, (4)+わら加工･ニワトリ

グループにわけ,それぞれ太線でかこんでみた｡これら

のグル-プ別にみていくと特徴の第1は,表の左上の一

貫して水稲専作経営だった農家グループで兼業がもっと

もすくないことである｡ 7戸車3戸しか兼業していない｡

4戸　前にみたとおり,これらの農家は労働力ももっともすく

キャディの◎は今もいっている

(土曜,日曜)もの｡ ○は夏に

いったもの,町道工事,撚糸,

はいまいっているもの｡

なく,兼業余力をもたぬ農家グループなのだ｡

第2は,表の右下にある酪農グル-プで,やはり兼業

農家が相対的にすくない｡ 7戸車4戸だ｡これらの農家

は,労働力多く, 1人当り耕地もせまいことを特質とし
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第8表　農業経営規型　と　兼業

64年(調査時)の経営頴型　と兼業

水稲等作　F　+ワラ加工l　+ニワトリ】 +個人酪農l　+共同鮪農

No. 1

水稲等作一+わら加工

63　年　の　経　営　類　型

+ニワトリ

+個人離農一+共同酪抽出

戸 0 侘ｲ���

戸 0 侘ｲ���

匝】国㊥ 囲戸 3/4 侘ｲ���

㊨ �9;ﾘ8��

戸 侘ｲ�

2 ���"�

戸　　戸

3　　　　　3=　　　　　　　r:

戸　　戸

4　　　　3

戸　　戸

6　　　　　5

戸　　戸

2　　　　2

□主婦非業農家

農家番号の上の主人,長男などは男子の兼業例

ていたのだが,その対策としてすでに酪農部門を定義させているため,やはり兼業余力にと

ぼしい農家グループである｡

第三には,わら加工･ニワトリ,および酪農中止グループでは, 1戸の例外もなく兼業に

従事していることが注目される｡このうち,わら加工･ニワトリグループは,さきにみたと

おり,がいして労働力多く耕地すくない農家グループだったが,後者の酪農中止グループは,

労働力もやや多いけれども,耕地も広く, 1人当り耕地としてみればもつとも大規模経営の

グループだったo　ここで100%の主婦日雇兼業率をみせている点は注目すべきことだろうo

1) ⑳農家であととりの職員兼業がでてきた点は,この集落としては重要ないみをもっている｡そjt

は,この集落唯一の基幹労働力の安定兼業として,あたらしい兼業タイプだといういみだけではなく,
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実はこの農家の経営主が実験集落の:Lri.任者として,もっとも積極的に各柾の事業,とおしすすめている

その基盤としてのいみをもっているo　このあととりは,電気専門学校を卒業した技術者でありげんざ

い21才だがボーナスをのぞいた月収はほぼ25,000円だというD　この農家の64年の米代金は109俵分約

650,000円である｡そこから各種の費用をのぞけば-この農家こま, 1.6-クタ-ルの耕地全部に直播

を(内0.3-クタ-ルは植苗紙)おこない,全部コムー/;イン刈二坂をしている唯一の出家であり,した

がって稲作所得のうち,労賃部分は費用として支出される-のこる所得は息子の所得とおなじか,

むしろすくないということになる｡ 2男(19才)も通勤兼業者だということを考えればなおさらだ｡

経営主は,息子にzT3･業をつがせようという意志はまったくないo彼がかつては蹴業軍人であり,地主

の分家だったこの家に養子として入ってきたという経歴の持主だということを考えれは,首肯できる

考え方だ.ともかく,息子安定兼業-将来の農外離脱を前tRとして,この農家の実験集落事業への桜

極的姿勢,あるいは身蛙さがうみだされている点に注意をうながしたい｡

4　経営類型と｢近代化技術｣

第9表　直播･コムパイン
以上,われわれは最初に設定した経営類型を基準として,辛

の参加状況　　　　松集落の農業経営のいわば客観的な動向を検討してきた｡さい

農家E　64　　　年

番号l直播田
コムパイ

ン利用

39･85戸l 48･95戸

ごに,これらの農家グループが,いわゆる大型機械化技術にた

いして,どのような対応をしめしているかをみて農業経営動向

の概観をおわろう｡大型機械化技術というはあい,さいきんに

おけるもつとも重要な技術構造の変化として"基盤整備"ぉよ

び"トラクター耕"もとうぜんにふくめなければなるまいが,

しかし,それはあとでのべることとして,ここでは直播技術の

採用およびコムパインーライス･センター利用のみを検討対象

とする｡

64年度における直播,およびコムパイン利用は第9表のよう

な状況だった｡前節で注記した㊥農家の仝耕地直播-コムパイ

ン利用を別とすれば,これらの新技術にたいする参加面積は,

個々の経常のごく一部分にすぎず,それも仝農家25戸の3分の

1ていどの農家だけである｡この事実のなかには多くの問題が

ひそんでいるとみなければならないが,ここでの課題は直接に

それを解明することではない｡どういう農家がそれをやってい

るかをみて,われわれの経営諸類型の特質をよりあきらかにす

ることが,さしあたっての問題である｡

第10表がそれをしめす｡前諸表とおなじ方法で観察すれば,

これらの新技術を採用してない農家は,まず一貫して水稲等作

経営だったグループである｡ 7戸車1戸が採用しているにすぎ

ない｡これらの農家はがいして耕地規模が小さく,保守的にな

らざるをえないグループと考えてよい｡

つぎにこれらの新技術を採用していない農家グループは,醍

農グル-プであり, 7戸中2戸が採用しているだけである｡す

でにみたとおり,これらの農家は労働力の相対的過剰を基礎と

して酪農をつづけていたグループだったo l人当りだけでなく,

1戸当りでみても,耕地のすくないグループだった｡



104 伊藤喜雄

第10表　経営灯型と直播およびコムパイン利用

62 ～ 63 午 の 経 Itrヽ1,. ��R�lr��｢�ﾞﾂ�[司(む⑪⑯ ⑳㊧㊨ 戸 1/7 侘ｲ���戸 0 侘ｲ���戸 0 
+ わ 室t �;ﾘ8��ﾌｲ�����E]⑲l 戸 1/2 侘ｲ���戸 0 侘ｲ���

+ ワ ト リ 侘ｲ���戸 0 宙4ｨﾙ��ﾌｲ�t���2�戸 0 侘ｲ���

Lil 芙自 型 調�ﾌ"��ﾂ��r�GD��つﾖ辻ﾒ�ｲ�ｺB�:��ﾉyr�a 戸 1/1 白�ﾌｲ���戸 1 宙��･��ｨt��ﾌｲ�xc���戸 0 

B][到匡頭⑯ 戸 3/4 侘ｲ���戸 0 ���ﾌｲ�"�匡]㊧ 戸 1/2 

No. 1

これらの農家にとっては,水稲部門の所得はほんのすこしでもへつてはならない性質のもで

り,危険の多い-後述のごとく,現状では直播-コムパイン刈りの技術は農家にとって反

収低下技術だというのが通念だ-新技術の採用には消極的たらざるをえない｡

しかし,わら加工･ニワトリ類型では6戸中3戸,水稲専作類型のうちの酪農中止グル-

プでは5戸車4戸という採用状況もみられる｡とくにここでは後者における密度のたかさが

注目され,かれらが以前には共同酪農を一斉に開始したこと-それには相対的に広い耕地

面積が基礎となっていた-とおもいあわせて,もっとも積極的農家グループだとしてよい｡

けれども,すでに指摘したごとく,これらの農家においてこそ主婦日雇兼業がもっとも一般

化していたことを考えれば,新技術採用の意味はけっしてただ積極性として過大評価すべき

ものではなく,むしろかれらが方向を定めかねていることの一表現だと理解されるのである｡
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三　農業経営の展開過程

前章において,検出された経営類型のうちで,戦略的な意義をもちうるのは,いうまでも

なく,水稲専作経営と,水稲+酪農経営(個人酪農･共同酪農の両方をふくむ)のふたつで

あろう｡ +わら加工経営については周知のごときわら加工品の市況悪化が条件となって,早
1)

くから衰退過程に入っていたし,また+ニワトリ経営については前出第1表でも示したよう

に,多い経営でも400羽飼養が最高であって,調査時現在でも顕著な多頭羽化の方向はみら
=)

れない｡だからわれわれの考察はもっぱら水稲専作経営と,水稲+酪農経営に限定する｡

これらふたつの経営類型について,前章でみたようなうごきが,どのような具体的な条件

に規定されたものであり,またそれは当面,どのような問題点をもっているか,ということ

が考察の課題である｡

1)わら加工については,この集落でおこったつぎのような事例を指摘しておかねばならない｡ 1961

年,当時の共同化ブ-ムを背景として,前章第4節注1でのべた㊨農家を中心として, 4戸の農家

(⑳農家および㊥･⑲･⑭農家)がわら加工の共同経営をはじめた0 130万円で棟械を購入し, 70万

円で70坪の加工場を新設したのだが,一冬操業したのみで,その後は耕地整理にかかって労働力が調

達できぬこと,縄の市況が悪化したことが理由となって開店休業におちいった｡げんざい,機械は各

自,自家用のわら加工に用いることとし,建物は売り出されている. 200万円の創業資金は, 20万円

の自己資金と180万円の近代化資金の借入れで賄ったが, 63年からは借入金の償還が始まった.金利

を含めて1戸平均毎年約10万円の償還金負担がかかってきている｡これについて,前出㊥農家は｢借

金はかりに縄工場をつづけていたとしても,やはり働いて返さねはならぬ｡今は皆土方をして稼いだ

金で返しているわけだが,それは働く場所が変っただけのことで,働いて返すという点ではどこで働

くのも同じことだ｣とのべている｡他の農家もこの説明で納得しているという｡

なお,形式的にいえは前章の頴型区分で｢共同わら加工｣の頬型設定が必要だが右のようにほとん

ど稼動しなかったので省略した｡但し⑳農家は以前からわら加工兼業を営んでいたので, 62-63年ま

では, +わら加工芳i型にいれている｡

2) +ニワトリ農家についてことわっておけば'この類型はわれわれの貫態調査の対象農家に入って

こなかった｡始めから軽視したのではないが偶然そうなった｡

7　プラス･7ルファ･ターンの基盤

まず前章でみたような経営分化

が,どのような客観的事情を背景と

していたものだったかをみておこ

う｡

第1には,この地域の水稲反収が

あきらかな停滞過程に入っていたと

いう事情がある｡

第1図でみるように,松任町全体

の反収は58年をひとつのピークとし

て, 62年まで微減をつづける｡ま

た,松任町内には,たまたまB集落

に米生産費調査の対象農家(5戸)

＼･

＼､､ B紫落(米I仁.確焚調在)′

一一■ヽ､

ヽノ　　　　　ー1.
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第1回　松任町の水稲反収
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があったので,それについても56年

からの反収を例示したが,そこでも

反収は58年以後停滞している｡後者

は62年から,前者の松任町平均は63

年から上昇に転ずるが,しかし,そ

の水準は58年の反収をこすに至って

いない｡

第2に,このような反収停滞にも

かかわらず,この時期は生産構造と

しては重要な転換期だったという事

情がある｡米生産費調査農家(B集

港, 5戸平均)に例をとって,その

伊藤事雄 No. 1

120　　130　　140　　150　　160　　170　　180　　190

fL d･1才迂ト一･;･一部時間　　　　　　　　　E手間

第2同　稲作生産力　の転換

点を推察すると,第2図のようなうごきをしめす｡これは反収と反当投下労働時間がどのよ

うに推移し,その結果,時間当り生産量がどうなったかをみたものであるが,これによると

59年まではむしろ反当投下労働の増加がみられる｡

労働多投によって反収の向上をはかろうとした時期だった｡そしてこの努力は, 56年以降

の反収向上にむすびついたとおもわれるが,しかし,それは58年でピークに達し, 59年には

労働時間がふえるにもかかわらず反収はむしろ減少する｡時間当り生産量でみても, 59年ま

ではほぼ2.5キロの線に停滞していた｡

60年以降になるとその方向は逆転して,労働時間が大幅に減少したため,反収はそれほど

ふえないにもかかわらず,時間当り生産量は3.5キロの線にちかづいてくる｡ 59年までと,

第11表　作業別労働時間の変化(反当)

1)米生産費調査各年次
2) B (調査農家5戸)調査区の平均

60年以降では,反収でみればおな

じ停滞傾向にあるのだが,生産力

の内容としては異質な段階がふく

まれている｡

右の労勧時間の減少を具体】抑こ

みると第11表のようになっている｡

稲刈･田章とりの増加と減少が,

全休をうごかしているのだが,労

働多投期(59年まで)においては,

密植化の進行,中耕除草労働の凋

密化などがあったのだろうし,労働

節約期においては,おそらく動力

運搬の一般化や,除草剤の普及が

あったのであろう｡いわゆる戦後

段階における"小農技術の一巡"

という現象がこの時期にみられる｡

第3の事情は,当時の米価がほ

ぼ1万円の水準でよこほいをつづ

け農家経済がジリ貧状態にあった
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点である｡このような技術変化はと

うぜん,生産費の増大をともなうわ

けだが,それは反収の増加にも,普

た米価の上昇にも吸収されないで,

そのまま反当所得の停滞,もしくは　　50

低下となった｡経営面積が一定だと

すれば,反当所得の停滞はそのまま　　40

農業所得の停滞とみていい｡第3図

は松任町のものがないので,石川児　　30

平均の農家経済のうごきをみたもの

だが,農業所得の停滞はかなり顕著　　20

なものがある｡にもかかわらず当時

の農業経営費や家族家計費は一貫し

た上昇傾向を辿っていた｡この矛盾

を解決する方法はさしあたりつぎの

三つが想定される｡第1は経営耕地

面積の拡大,第2はあらたな農業部

門の追加,第3は農外兼業である｡

このうち第1の方法については,当

時もげんざいも可能性がかぎられて

いるとみてよい｡また第3の方法に

ついては,げんざいはともかくとして,

10
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第3回　農家経済の推移(石川県平均)
1)石川県農林水産統計年報各年次
2)下段は農家経済調査の集計戸数と平

均耕地
3)点線は調査対象農家の変更もしくは

拡大の年次

当時においてはやはり,ただちに現実化しえた解決

策ではなかったとおもわれる｡第3図によれば,当時の農外所得ののびはがいして停滞的だ

った0 57年をひとつのt=0-クとして以後減少をつづけ, 60年からはふたたび増加に転ずるの

だが61年になってもその水準はほぼ57年とおなじていどにすぎず,農外所得が顕著な増加傾

向をみせるのは-調査農家が接続しないが,しかし,県平均でみれば大過ない-ようや

く62年以降である｡ということは当時の農家にとって,兼業労働市場がまだ充分にはひらか

れていなかったことを示唆する｡この事情は松任町においても,おなじようなものだったと

考えていいし,とくに平松集落のように平均耕地面積が2-クタールもあるところ-第3

図の県平均農家は1-クタ-ル以下-では,農外兼業によって所得を増加しようという契

機は内部的にもよわかった｡

かくて,農業経営は第2の方法,すなわち,農業技術の変化によって過剰化した労働力を

基礎として,あらたな農業部門を創設するという方法をとらねばならないo前章でみたよう

な農業経営のはげしい変動は,まさにこのプラス･アルファをもとめた経営転換だった｡

その後,農外兼業労働市場が急激に拡大し,そこでの賃金水準も急上昇する｡兼業労働市

場の拡大を累年でフォローしうる適切な資料がないので,各種の日雇賃金のうごきからそれ

をうかがうことにすると,第4図がえられる｡前述のB集落の米生産費調査(対象農家5

戸)から推計したもの以外は,いずれも石川児平均のものであるが,いずれも61年以降にな

ってはげしい上昇過程に入る｡とくにそれは,建設業臨時･日雇労賃でもつとも琵頁署なうご

きとなっている｡いうまでもなく建設業は,労働の質の面で農業と近似しているために,既
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55　　56　　57　　58　　59　　60　　61　　62　　63年

第4回　日雇賃金の　う　ご　き

1)米生産費調査,農村物価賃金調査,毎月

勤労統計
2)農業日雇労賃以外は男女こみ

No. 1

存の農業労働力でも,すぐに転用し

うるものであるし,さらに臨時･日

雇という雇用形態は,農業の季節的

繁閑を利用して就労しうる｡その賃

金水準がもっともするどく上昇した

ということは,農業経営の採算基盤

をせばめ,とくにプラス･アルファ

部門のそれをいちぢるしくせばめる

こととなった｡さきにみたような共

同酪農の急連な崩壊と,その構成農

家にみられた日雇兼業-の傾斜は,

そのような事情を背景にもってい

た｡

もちろん上のごとき諸事情は,あ

くまでも一般的な事情であって,個

々の経営にとってみれば,さまざま

なあらわれかたをする｡その点を以

下調査事例の実態についてみること

としよう｡

2　水稲+酪農経営の展開

(1)共同酪農の成立と崩壊

平松における共同酪農のうち,第一牧場はげんざいも存続している｡これについては,あ

とまわしとしてさしあたりすでに解散している第二牧場･第三牧場からみていこう｡

A　第二牧場((診･⑨･⑱農家)

この共同経営の構成農家は,いずれも2-クタール以上の耕地を経営し, (⑨農家2.59-

クタ-ル, ⑨農家2.17-クタール, ⑱農家2.ll-クタ-ル,第1表参照)相対的には大規模

農家だったが,しかし労働力は多くなかった｡ (⑨･⑨農家は2.5人, ⑱農家のみ3.5人)前

述のプラス･アルファ･タ-ンの切実さは相対的によわかったとみてよい.また,どの農家

も酪農についてはまったくの未経験者だった｡そのため,これらの農家にとって酪農経営を

始めたことは｢牛とはどういうものであるか,試してみたかった｣ (⑱農家)ということで

あり共同で始めた理由も｢人にすすめられたためと,労力がすくなかったため｣であり,か

つ失敗のばあいの危険分散も考えていた｡

61年に43万円の近代化資金を借り入れて,牛舎の建築費や牛の導入費とした｡ 3戸の農家

が1日交替で出役して,最高時には3頭の搾乳牛と2頭の頓をおくまでになったが,耕地磐

理が始まったことで手間が窮屈になり,また当初考えたほどの収益が上らないので, 64年9

月に解散した｡借入金は牛を処分して返済してしまい,いまは建物がのこっている｡

64年の碁にはこれも処分し,代金は3戸の農家で分配するという｡

｢手間だけ損した｣というのが,この共同経営の結末である｡もっとも飼育中は労賃分配

をまったくやらなかったわけではないが,その額は1日300円ていどであって,高騰しつつ

あった日雇賃金には対抗しえないものだった｡逆にいえば労賃分配を少なくおさえていたの
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で赤字を出さずに済んだということである｡

B　第三牧場(⑬･⑳･⑳農家)

この共同酪農は,構成農家がそれぞれにちがった性格をもっている点に特徴がある｡まず

⑬農家は, 2･11-クタールの耕地, 3人の労勘力で,第二牧場の構成員と類似した性格,す

なわも,プラス･アルファ･ターンの切実さが相対的に乏しい事情をもっていた｡これにた

いして, ⑳農家は耕地1.97-クタールでややせまいのに,労働力は4人もあって,はやくか

らプラス･アルファ部門を必要とし,そのため,すでに1955年から個人酪農をやっていた｡

さいごに㊨農家は耕地が1.69-クタールしかなくて,もっともプラス･アルファを必要とし

ながらも,労働力が2人しかないためなかなかふみだせなかった農家である｡

このように第三牧場は,第二牧場にくらべれば,プラス･アルファ･タ-ンにも真剣な農

家をふくみ,また技術的にも経験者がいたので,当初からかなり大規模なものとして出発し

た｡ 61年, 183万円の近代化資金を借入れ,さらに20万円の自己資金を加えて35坪の牛舎を

建て, 7頭の搾乳牛を導入した｡これは,最高時11頭になる｡

やはり1日交替で出役し,それには1日300円の日当を払っていたが, 63年10月に解散し

た｡

その理由について, ⑬農家は｢私は体が弱くて,しばしば他の農豪に替ってもらい迷惑を

かけている｡とくに63年には,入院をしたりしているので遠慮した｣という｡ ⑰農家は｢多

額の投資をしたにもかかわらずそれにみあった収益が上らなかったためだ｣という｡この農

家は既述のとおり, 55年から個人酪農をやっており,共同酪農を始めてからも4-2頭の個

人酪農を併存させていた｡それとの対比でみれば,共同酪農の収益はひくすぎたのであろう｡

さいごに㊥農家は｢耕地整理で飼料作物が作れなかったことと,出役が大変になったこと

だ｣という｡そして,局外者の農家は｢第三牧場の解散理由は,耕地整理賛成派と反対派の

対立だ｣という｡いずれも真実の解散理由であろう｡技術的にも経済的にも,組織的にも無

理な共同経営だった｡

解散時の借入金-183万円そっくりのこっていた-は,午(100万円)と建物施設(22

万)を売却したうえに,各農家が20万円づっ負担して返却した｡なお建物と施設は㊥農家が

買い受け,個人酪農を営んでいる｡この農家は既述のとおり,もっともプラス･アルファを

必要としていたからであろう｡

C　第-牧場(④･㊧農家)

この共同酪農は今も存続している｡構成員が2戸であり,かつそれぞれの性格もちがって

いる｡ ④農家は耕地規模2.39-クタール,労働力3人でこの集落では大経営である｡そのか

ぎりでは前述のプラス･アルファ･ターンの切実さはよわいとみてよい｡けれども,当主が

36才で農業にはきわめて熱心であり,しかも64年春に死亡した父が農協組合長の職にあって

村では指導的な立場にあったというような事情で, 56年から個人酪農を営んでいた｡但しこ

の個人酪農は60年までは育成牛を1頭おいたのみであり, 60年になってそれが2頭になった

という状態であって,酪農というよりも糞畜としての意味がつよかった｡とはいえ,これま

でみてきた2-クタール以上農家で共同酪農をはじめたものがいずれも,それまでまったく

乳牛飼養の経験がなかったのと対比すれば, ④農家がはやくから乳牛を飼養していた点は重

要な特質だ｡

㊧農家は耕地1.61-クタ-ルでこの集落では小規模の方であり,労働力は3人でやや過剰
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だった｡プラス･アルファ･ターンの要求はたい-んつよく,その反映としてやはり共同酪

農開始以前から2頭の搾乳牛をおいていた｡このように第一牧場は,その構成員の性格はち

がっているけれども,共同化以前から,酪農飼養の経験をもっていたという共通点があり,

その点で第二牧場･第三牧場と区別される｡

そのような小数頭飼育の経験をもっていたところへ,当時の多頭化ブームをむかえたわけ

であるが,その際畜舎の増改築資金として近代化資金を借入れるためと,また, ｢多頭化し

ても牛に体をしぼりつけられるのはいやだ｣ (④農家)という事情があって,共同化にふみ

きった｡ 61年春, 144万円の近代化資金を借りて32坪の畜舎を新築し,乳牛は7頭とした｡

げんざいは10頭に増加し,個人酪農も含めてこの集落における最大飼養規模となっている｡

年間粗収入140万円,内経常支出が70万円で,のこりの70万円が近代化資金の償還(年20万

円,すでに2回償還済),施設,乳牛等の償却(共同の蓄積分を含めて30万円),労賃分配

(1戸当り約10万円)にあてられる｡管理は1日交替だが,その労賃見積は1日400円で,

1戸当り月に約6,000円,圃場労働は1時間100円で,それが月平均約2,00の円となる｡合計

毎月約8,000円の労賃分配があり,これが年間で約10万円だという｡この労賃水準は前出第

4図の日雇労賃にくらべてもいちじるしくひくいわけだが,そのため第二･三牧場のように

解散するに至らない理由は,見積り単価がそれらより多少高いこともあろうが, 2戸共同の

ため,相対的に出役目数が多くなり,賃金総額としてはいちおうまとまった金額になるから

だと思われる｡たとえば3日交替では単価を400円としても1戸当り月に4,000円でしかなく

-前述のように第二･三牧場の1日当り単価は300円だったので実際は月に3,000円,圃場

労働については不明-年額では5万円たらずである｡これにたいして,第一牧場が1戸当

り10万円の賃金支払ができる点は重要な共同存続の根拠だ｡とくにそれは小規模農家の㊧農

家にとって意味がある｡というのは,かれはすでに46才であって日雇仕事に出るのは困難な

年令だからだ｡いま無理をして,不安定な日雇稼ぎをするよりも,将来も働らける酪農が有

利なのだ｡その際独りでやるには,技術的にも資本面でも無理がある｡ ④農家と一緒にやっ

ていれば心配ないということである｡ 1.6-クタールの水田を基礎とし老令を理由にして,

かれは400円の日当に甘んじなければならない｡

経営主の年令を,解散した第二牧場についてみれば, ③農家-38才, ⑨農家-39才, ⑱農

秦-40才,第三牧場についてみれば, ⑬農家-39才, ⑰農家-31才, ㊨農家-39才というぐ

あいで,いずれも労賃評価のもっともたかい年令層なのだ｡

前述のように,第-牧場のリ-ダ-④農家の当主は36才だったが,かれはこの日当400円

年額10万円-圃場労働は既述のとおり1時間100円となっており一応の水準にあるとみて

いい-に満足しているのだろうか｡

かれの経営としては,プラス･アルファ･ターンの緊要性がよわい点はすでにのべたがき

きとりによれば,その内容はつぎのとおりである｡かれは約100万円の米代金(約200俵の生

産, 160俵の販売)をもち,そこから30万円の自家労賃以外の現金経営費を払っても70万円

が現金所得としてのこる｡現金家計費は月4万円だから,年額では約50万円であり,差引20

万円は蓄積にまわる｡共同酪農部門からの10万円はそれに加算される｡この点から, ④農家

にとって酪農所得はさしあたり,どうしても必要な労賃部分ではない｡これはかれが400円

の日当でがまんできるひとつの基礎である｡が,この点だけなら前述の共同酪農を中止した

2-クタール以上農家とかわるところはない｡労賃評価切下げの可能性はあっても必然性は



No. 1 虚業経営と｢農業近代化｣諸施設 iJHl

ない｡むしろ2-クタ-ル以上層の労賃評価は,たかいとみなければなるまいo

ここで前述の共同酪農の収益70万円のゆくえをもう一度検討しなければならない｡まず30

万円の償却引当て金をみよう｡第1牧場の畜舎の建築費は付属施設こみで55万円であった｡

耐用年数をかりに20年とみても-新築のばあいの基準は30年とされるが-年額にすれば

27,500円である｡乳牛の償却をかりに年15,000円とみれば10頭で15万円だ｡両者あわせて

177,500円となる｡畜積分30万円からこれを差引くと122,500円がいわば過剰に蓄積されてい

る｡これをかりに飼育作業の労賃にふりこめば,げんざいの1日400円は, 340円増加して,
1)

740円となる｡飼育労働時間は1日あたりのべ約9時間とされているが,実際は夫婦で5時間

たらずだということ｡あるいは,前述のように,これを年間所得として考えれば,どうにか

日雇賃金に対抗しうる水準だといってよいo ④農家の労賃採算はおそらくここをみているo

さらにかれの頭の中には,このようにギリギリ賃金を切下げなければならぬ圧迫要因として,

近代化資金の年返済額20万円がある｡これなかりせば飼育労賃(400円)も圃場労賃(1時

間100円)も恰度倍にできるのである.近代化資金さえ返却してしま'ぇば飼育労賃を800円と

してもなおかつ若干の剰余がみこめる｡全部を労賃換算すれば1日1,140円にはなる,とい

うのがかれの計算だろう｡

これをよりはやく達成するために｢もう2-3頭ふやして,常時10頭搾乳にしたい｣とい

うのがかれの意見だ｡そして,それをやるについても｢個人でやると体がしぼられるので共

同がいい｣という｡

かくて,この共同酪農は,一方では転用不能の労働力の低労賃評価に基礎をもち他方では

低労賃をがまんできる大経営に基礎をもちつつも,どうにか水稲作の過辺に定着している｡

④農家の心配は, ㊧農家の当主がいっそう年をとることであり,そのさいげんざい高校生で

ある㊧農家の息子が共同酪農をつぐかどうかということだ｡この心配が妃憂でないことは指

摘するまでもない｡

1)前出｢事業実績報告書｣ 62年, 52ページ,家畜管理労働時間集計表の第1牧場の数字による｡な

お,これら酪農経営の技術問題については,右の資料にくわしいので,ここでは省略した｡

(ロ)個人酪農の展開

すでにのべたとおり,平松集落における酪農は,耕地がせまく,労働力の相対的に多い農

業経営において,個人経営として開始された｡技術的には労働力の完全燃焼を目的とし,普

た経済的には酪農というかたちのプラス･アルファによる所得向上を目的とするものだった｡

その後,既述のごとき稲作技術の転換があって,耕地規模の相対的に大きい農業経営も酪農

に参加してくるが,稲作技術の転換はまだ部分的(前出第11表をみよ)だったので,かなら

ずしもこれらの農家が過剰な労働力をもつようになったとは評価しきれなかった｡共同化の

族出はおそらく,技術的にはこの矛盾を回避しようとしたものにはかならない｡他方,これ

らの農家は経済的にみれば,水稲部門のみで経営の基本的な再生産をおこないうる基礎をも

ち,酪農によってかならず所得増加を達成しなければならないという必然性がよわかった｡

外部条件,とくに日雇労賃の上昇という変化のなかで,共同酪農がかんたんに消滅したのは,

そこに理由があった｡ともかく,このような推移を経たのち,平松集落の酪農は,ふたたび

耕地少なく,労働力多き経営に個人酪農として定着している｡その本質は豪族労働力の完全

燃焼と農業所得の向上をねらいとするものだ｡
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そのさい,共同酪農を崩壊にみちびいたひとつの条件とした賃金上昇は,個人酪農にも,

きびしい圧迫要因となるわけであるが,それをきりぬけてきたさしあたりの対策は乳牛飼育

頭数の増加である｡

前出第1-2表によると, 1960年の水稲+個人酪農経営は8戸をかぞえるが,そこでの飼

育頭数は16頭だった｡その後,共同酪農の成立･解散という過渡期を経て, 64年には個人酪

農が5戸に減少するが,そこでの飼養頭数は30頭に増加する｡ 1戸当りでみれば2頭から6

頭に増加した｡最低で⑭･⑬農家の5頭,最高は⑥･㊥農家の7頭である｡搾乳頭数の最低

は3頭,最高は5頭となっている｡

この多頭化のプロセスを㊥農家の例でみると,かれは1955年に平松集落としては最初に

1頭の乳牛を導入した｡ 56年に結婚して労働力は二夫婦となり, 58年には2頭60年には3頭

と漸次頭数をましてきた｡しかしこの段階まではまだ多頭化の方向はかならずしもはっきり

していなかった｡すでにのべたように61年,第三牧場に参加して7-11頭の飼育経験をもっ

たことが,多頭化へふみきらせる直接の動機となった｡かれは第三牧場に参加しつつ4-2

頭の個別酪農をいとなんでいたのだが, 63年10月の共同解体後,ただちに個別多頭化の方針

を確定する｡ 64年に入ってからの搾乳頭数の増加と乳量の増加は次表にしめしたとおりだ0.

年初の2頭から年末の5頭まで一挙に増加しており,それにつれて搾乳量,受坂乳代等も増

加している｡ -但し,多頭化とともに1頭当り乳量が低下している点は問題だが,これに

ついては後述-0

第12表　乳牛多頭化の事例
一一一㊥農家64年-

参　　　考

い.1∴1:

キロ
22. 5

22.5

22.5

20. 0

㊥農家の酪農経営費の概算は第13表に

しめした｡ここでことわっておかねばな

らないのは,乳牛と畜舎の償却費である｡

前者については｢5-6産搾って出すが,

代りの牛を入れるのに5-6万円かかる

から年に1万円みればいい｣という農家

第13表　㊥農家の酪農支出

20. 0　　　　　　　　64　　　年

15.0

15.0

15.0

15.0

17.5

17.5

16. 0　　　　　償却費

=t I 121･ 822,005l　-I

400, 000円

20, 000

25, 000

10, 000

15, 000

70, 000

計　　　1　　540, 000

の言葉をそのまま採用した｡後者についても｢既存の畜舎,納屋を自分で改造して使ってい

るので償却費は不要｣という言葉をやはりそのまま採用している｡そのためこの表の支出額

54万円はすくなめに出ている｡しかし前表の乳代82万円には,実は境の代金がふくまれてい

ないので,両者は相殺しあうものとかりに考えると,かれの酪農所得は282,000円だ｡月額
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23,500円,日額783円である｡但し,これは多頭化過程のものであって, 5頭搾乳そのもの

の経営収支ではない｡それを5頭搾乳に達する12月の例から推算すると,乳代は年額約108

万円となる｡支出は飼料費が若干増加するほかは大きい変動がなく60万円みればいいという

ので,差引所得は48万円,月額4万円,日額1,300円余だ｡日雇賃金を若干うわまわる水準

にあるとみてよい｡

個人酪農経営のうち,われわれの調査対象となった⑭農家は,げんざい搾乳牛3頭だがこ

れを5頭にするといっていた｡搾乳牛3頭では,日当は1,000円だが, 5頭にすればそれが･

1,500円になるからだという.また(傘農家は,やはり3頭の搾乳牛を6頭にするため, 3頭二

を育成中だ｡このように,ここの個人酪農がいずれも5-6頭の常時搾乳をめざしていると

いうことは,右にみたような酪農所得の日雇賃金水準にたいする超過が重要な採算基準だか

らだとしてよい｡

この搾乳牛5-6頭という酪農経営は,他方でここの水稲+酪農のひとつの技術的な限界

でもあるようだ｡ ⑳農家の例でみると,酪農の労働時間は,牛舎内5時間,草刈1時間計6

時間が常時必要だ｡夫婦2人で3時間だ｡

この他に飼料作物の作付やサイロづめなどの作業がある｡他方,この農家は約2-クター

ルの水稲部門をもっていたから農繁期になると,両者の労力競合がはげしくなる｡これまで

は兼業に出ていた2人の妹を欠勤させて,きりぬけてきたが, 64年には2人とも婚出したの

で,来年からは雇用労働の増加が不可欠だという｡

また,土地利用の面でも酪農と稲作はきびしい競合関係にある｡平松における飼料作物の

第14表　飼料作物の延作付面積

資料第1表におなじ, -は非調査対象
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延作付面積をみると第14表がえられるが,これによれば耕地整理期の減少を経て,ふたたび

増加しているとはいえ,最高でも1戸当り1-クタ-ル(第一牧場④農家)ていどであり,

1頭当りにすれば, 9(㊨農家)～20ア-ル(第一牧場,但し㊧農家は④農家とおなじと推定)

にすぎないoそして,この内容は各農家共8-107-ルの輪換田をもつ以外はことごとく裏

作としての作付なのである｡酪農所得が前述のような水準なのにたいし米作のばあいは, 1

日(8時間)当り1,821円, 63年加賀地域平均) 2-クタール以上層のそれは2,770円(63年,
1)

石川県)という水準なので,飼料作付はもっぱら裏作にたよるということとなっている｡こ

のことが田植期と飼料作物の収穫期を衝突させ, 1戸当り約1-クタ-ルという飼料作可能

面積の上限を決定し,そこでえられる粗飼料の量がげんざいの反収を前提として搾乳頭数5

-6頭という限界を規定している｡

⑳農家は多頭化とともに1頭当りの乳量が低下していた-牛の個体差･季節性なども考

慮する必要があるが-が,それは右のような限界点にいちぢるしく接近していることを示

唆する｡牧野亥之助氏は,新潟児安田町の酪農経営を分析して, H ｢既存の稲作栽培をその

ままにして乳牛を導入したかたちで,畑及び裏作での飼料作の範囲で2-3頭を搾乳する経

営｣における搾乳量は1頭年間6-6,400キロ, 冒 ｢酪農専業経営に踏みきってほとんどの水

田を飼料畑に転換し, 10頭あるいはそれ以上の規模になる経営｣は1頭年間5,660キロなの

に,肖｢両者の中間的存在で経営の中心が,乳牛,水稲作いずれの部門にもあり,未だ酪農

専業に踏み切れない経営｣はわずか4, 152キロの1頭年間乳量しか出していない点を指摘し
丑)

その理由として,やはり労力と土地利用の競合をあげている｡

農外賃金の圧迫に抗して,多頭化してきた平松の酪農は, Ejの中間的段階に対比させるこ

とができるわけであるが,それは,畑地をかなりもち,かつ水稲の生産力もひくい新潟児安

田町のように, Hの専業酪農-到達する条件にとぼしく,限界一杯の多頭化一乳量低下とい

う悪循環になやまねばならない｡

それは,ここの酪農経営が,何度も指摘するように,耕地少なく労働力多き経営におこな

われる商品生産であり,本質的には窮迫的商品生産だという点にもとづく｡げんざいの乳価,

飼料価格などを前提とするかぎり,ここの酪農がどれだけ,外部労賃の上昇に対抗しうるか
3)

ほ重要な問題点である｡

1)ここでの一日当り労賃対比は,稲作の季節性と,酪農の通年性を,したがって年所得あるいは反

当所得としてはどうかということを無視している｡本文でのべたように,外部労賃にもとづく労賃評

佃が確立されてきているので,それでも大過ないだろう｡酪農家のように転用できない労働力のはあ

いは別だが｡

2)中央畜産研究会｢畜産多頭羽飼育経営の実態と問題点-畜産経営の近代化に関する調査結果

〔1〕｣ 18-22貢,同会,近代化推進研究資料No･ 3, 1963年3月｡

3)前述㊨農家は,目下5戸共同(実際は2戸で運営) 50頭規模の企業酪農を企画中である｡それが

どのような問題を提起するかは未知数だが｡

(/l)農業近代化緒施設と酪農経営

右のごとき本質をもつ平松の酪農経営が,直播-コムパイン刈坂という新技術にたいして,

もっとも消極的な対応をしめしたことはすでにのべたが,その他の諸施設･諸技術にたいし

てはどうだろうか｡

結論からいえば,賛否ふたつの態度がしめされており,酪農経営全体としては否定的な態
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度がつよい｡典型的な反対論はつぎのようなものだ｡

第1は経済上の反対論である｡基盤整備で区画･農道が広がり,便利になったことはたし

かだが,それによって収入がふえるということはなく,むしろ余分の費用がかかった｡

第2は労力上の反対論である｡基盤整備中は,いつもの年の2年分働らいたが,それでも

たりなくて,春耕:=は大型トラクタ-を頼まざるをえなかったo水田の均平と,表土処理の

ために浮き出した磯を処理しおわるにはまだ数年はかかる｡

これらは酪農経営固有の反対論ではないが,しかし,耕地規模少ない酪農経営にとっては,

とくにつよく作用している｡酪農経営固有の反対論は第3に土地利用の面にあった｡それは

飼料作物(裏作)の作付が基盤整備中は制限されざるをえなかったということだ｡もちろん

これは過渡的なものだが,しかし,このために多頭化は基盤整備がおわるまでまたねばなら

なかったという｡

このような立場からかれらは,既存の耕弟云機を利用するために来春のトラクタ-申込はお

こなわず,さらに各種の飼料作物用大型機械もあまり使用していない｡それはすでにみたと

おり,ここの酪農がすでに小農技術としての水稲省力化を一定の水準まで達成し,それを基

礎として余剰労力の完全燃焼をめざして始まったという本質に根拠をもつ｡

水稲作業の省力化をいっそうすすめて,それで酪農をやろうというものではなく, ｢耕転

機でも省力化ができた｣ので酪農を始めたのである｡その根底には水稲のみでは喰えぬから

という経済の論理がよこたわっており,それが水稲のいっそうの省力化一酪農拡大という単

線的な技術の論理を否定している｡もちろんかれらが,水稲作業のいっそうの省力化をのぞ

んでいないのではけっしてなく,むしろその希望は非常につよい｡かつげんじつには後述す

るような基盤整備その他による省力化が多頭化のひとつの条件だったことは,充分に評価せ

ねばならないが,かれらにとってみればあくまでも水稲所得,あるいは水稲反収が低下して

ほならないという経済の論理で考えざるをえないのである｡

これにたいして,たとえば前述第一牧場の④農家は新技術にたいして,かなり積極的な姿

勢をしめす｡直播-コムパイン刈板については,やや批判的ながらもともかく参加し,基盤

整備-トラクタ-耕なども容認している｡その経済的基礎がすでにのべたとおりだから,か

れのばあいは右の技術の論理を若干は受け入れることができるのだ｡かれは賛成論の立場か

ら反対論の論拠をいずれも過渡的なものとして批判しすすんでげんざいの問題点をつぎのよ

うに指摘する｡

第1は機械の問題だ｡かれはモー7,尿撒布機などを利用し,第14表でみるようにこの集

落最大(1-クタ-ル)の飼料作物作付農家だが,これらの機械はたいてい使いたいときに

はどこかこわれている｡

第2はオペレーターの問題で,右の機械を使いたいときには,オペL,-メ-が日雇稼ぎに

いっていてたのめない｡大型トラクターの秋桝を希望しているがそれもできない｡

第3は体制の問題だ｡右の蕪点を解決するためには,機械のサービス･ステ-ションが不

可欠だし,さらにオペレ-メ-も常駐体制がのぞましい｡だとすればそれは平松-集落のみ

では考えられないので,農協もしくは町の規模で共同体制をくまねばならない｡というので

ある｡

3　水稲専作経営の展開条件

農業機械化実験集落事業一構造改善事業にもとずく基盤整備事業等の進行過程において,
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平松の稲作経営がどのような推移をたどってきたかという点は,これまでの叙述でたりると

おもわれるので,ここでは今後の稲作経営がどういう問題をもっているかという点をみてゆ

こう｡その際,右の諸事業のなかでもつとも重要な変化はいうまでもなく基盤整備事業であ

る｡それは明治以来の耕地体制を一挙に変革し,好むと好まざるとにかかわらず集落内の全

農家が今後,それを基盤として経営を営んでいかねばならない,あともどりできない変化な

のだ｡したがって,その影響はしだいにより広汎な場面にあらわれる-たとえば既存の零

細な小作地は, 30アール区画のなかに埋没してしまい,図面上の抽象的な面積はもっている

が実際の耕地では畦畔をもたぬ,というような変化が,今後どうなるかは重要な問題だろう

-ものとおもわれるが,さしあたりここでは基盤整備終了後1ヶ年の経験のなかであらわ

れた問題を指摘しよう｡

第1の変化はいうまでもなく耕地区画･農道の拡大,および耕地の集団化という変化だ｡

後者の実態は第15表にしめされるが,耕地整理以前においては, 7-9ヶ所に耕地をもつ農家

がもっとも多く,かっもつとも分散のひどい農家は17ヶ所にも耕地をもっていた(⑧農家｡)

第15表　耕地整理前後の耕地分散

㊨ �� 白� ��一日 

㊨ ��④ ��� ��FL㊨rT 

@@ ���@@ ���⑦⑲日 

ー 决 �� ��@@ ���ﾅ4����

I J � �� �� ���⑯…㊥ 

i � �� �� �6Δ�

1)分散数は,各農家の耕地同を作って,達観したものでげんみつに団地の定義を規定してかぞえた

ものでない｡

2) lT<･豪番号は第1表とおなじものo

それが整理後はほとんどの農家が5ヶ所以下,とくに3-4ヶ所に耕地をもつようにかわる｡

もっとも分散している農家でも7ヶ所にすぎない｡若干の実例をあげると第5図のとおりだ｡

③農家は17ヶ所から7ヶ所に耕地がもっとも集団化した事例, ⑳農家は7ヶ所から3ヶ所に

集団化した平均的な事例, ㊥農家は当初から集団化していてほとんど変化のない事例である

㊥農家のように変化のすくない事例は少数であり,全体として耕地の集団化がいちぢるしく

すすんだ点は重要な変化だ｡
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第5回　耕地集団化の事例(㊥⑯㊧農家)

基　盤　整　備　前

第2に,このような耕地条件の変化を前提として,水稲栽培の省力化がすすんでいる点が

指摘できる｡それは耕地･農道の拡大や集団化がそれ自体として直接的に省力化をもたらし

ている変化,あるいは大型ブルド-ザ-が入ったために地盤がしまって水持ちがよくなり,

水管理の手間が省けるというような変化,あるいは耕地条件の変化を基礎にして各種の農機
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=†

基　盤　整　備　後

具の作業効率,とくに大型トラクタ-のそれがたかまったというようないわば間接的な省力

化等々が総合してあらわれた変化だ｡この点は多くの農家が異口同音に指摘する変化だが,

しかし,それを数量的に把握しえた調査事例についてみると,まだかならずしもそれらが充

分に達成されているとは評価しがたい内容をもっている｡ききとり調査なので正確さは期待

しえないが,第16表によれば60年と,整理完了後の64年を比載して,反当3-4日の省力と



No. 1 袋業経,I;;号と｢段業近代化｣諸施設

第16衷　水稲作業省力化の事例(反当)

㊨農　家　の　例　1　④農　家　の　例

60* i 64*

苗　　代

本田整地

施　　肥

田　　植

除　　草

管　　理

刈　　取

乾燥運搬

脱穀調整

出　　荷

臼5　0　0　5　3　0　8　5　6　1

0　1　T-　1　0　1　0　0　0　0

日5　0　0　5　0　0　8　5　6　1

0　2　1　1　3　1　0　0　0　0

日　00　0　0　7　0　0　0　0　0

1　　　　　　　　2△　　　　△

3　0　0　0　0　2　0　20　1　3　2　2　0　2　0

日

0.5

1.0

0.3

1.0

1.5

5　0　2　0　21　2　0　2　0

日

0

∠ゝ 1.0
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なっているにもかかわら

ず,その内訳は耕禾云作業で

1日,除草･管理で2-3

日となっている｡なかんづ

くいちばん省力化のすすん

でいるのは除草だが,これ
o　は除草剤の使用に主として

0

A 1.5

△　0.5

依存したものだ｡さらに耕

弄云作業についても, 64年は

o　大型トラクターの利用によ

o　って-それも耕地整理が

0　ぉくれたためやむをえず利

用した農家もある瓜ま前述
2i △3･0　-耕転そのものは省力化

したが,その後の均平作業

で多くの時間がかかるという問題も指摘されていた｡このように省力化の内容については

かなりの問題があるが,そうした方向にうごいていることはまちがいない事実で,それは第

17表でしめした雇用労働の減少としてもあらわれている｡ 9戸の調査農家は62年頃までは合

計で220人前後の雇用労働を入れていた-但し,注記したように61年の数字には,ワラ
1)

加工雇用も入っている｡そのためこの数字は単純に比較できないが, ㊨ ･ ㊥農家から各

100人を差引けばやはり稲作雇用は200人余とみてよい-が,基盤整備の半分済んだ63年に

は148人となり,さらに基盤整備完了後の64年には83人に減少している｡なお表中㊨農家の

みが若干の雇用増となっているが,この農家は,この年長男(20才農高卒)を親類へ養子に

やって労働力が減少したためそうなった｡稲作労働全体としてはかなり減少している農家で

ある｡

第17表　雇用労働の減少事例

60年l　61年l　62年i　63年】 64年

津料　前出第1衣におなじ｡
･Xは,あきらかにワラ加工雇用を含むo

この地域の農業雇用は早生1期作

という特色を反映して,田植･稲刈

に集中しているわけだが,基盤整備

一大型トラクター桝が田植期の雇用

をへらし,さらにコムパイン刈がま

だ部分的だとはいえ,家族労働の眼

界をこえる部分を刈っているという

ことで稲刈期の雇用を-らしてい

る｡たとえば⑳農家は,これまで2

人の稲刈季節労働力を能登からたの

んでいたが, 64年にはこれを1人に

へらし,手にあまった307-ルをコ

ムパインで刈った｡季節労働力がし

だいにえにくくなっているのでこれ

からもそうするという｡コムパイン
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は,直橋についで農家の評価がわるく, ｢あれではイドはん(稲刈の季節労働者)のほうが

安上りだ｣ (⑳農家)という意見が多いが,げんじつに雇用難傾向がつよくなっていること

を考えれば,右のごときコムパイン利用は,農家にとっても実際的な意味があるといえよう｡

第3の変化は反収の低下である｡われわれの調査農家のうち, 1戸をのぞいて全部がそれ

を強調していた｡ここ数年の反収をフォローしえた5戸の農家について例示すると第18表が

えられるが,ここで㊨農家は反収が上昇している唯一の例である｡直播栽培にまったく参加

していないことが消極的な,そして,酪農開始後意識的に大量の堆肥を施用しているのが積

極的な反収増加の理由だ｡ ㊥農家は63年以降全耕地に直播-但し, 307-ルは植苗紙-

をおこなっているのが反収低下の理由だ｡ ④農家は63
第18表　反収の変化事例

＼l 61年l 62可63年巨4年

ききとり調査

～64年に若干反収がうわむいているけれども,その64

年反収でも62年以前よりはかなrりひくい｡ ｢63年は整

理に手間がとられすぎて反収がよそよりおちた｣のだ｡

⑧ ･ ⑦農家は62年以降漸次的に反収がおちている｡こ

のように基盤整備後,全体として反収が低下している｡

㊨農家以外の農家は,直播栽培に参加している点も反

収低下のひとつの理由だが,しかし,直播田以外の水

田も反収がおちたという｡すべての調査農家が指摘す

るところによれば, 64年の反収は,直権田を論外とし

て,基盤整備をしない出耕作地-後述-63年度の整備地区, 62年度の整備地区という順

序でそれぞれ, 30-60キロの反収差があった｡

その理由は,出耕作地はこれまでとまったく条件がかわらないので平年作がとれ, 63年度

整備地区は事業2年目で工事技術が上達していたため反収低下はそれほどひどくなく, 62年

度整備地区は表土処理等の工事技術がすべて始めての経験で失敗が多かったため反収がもっ

ともひどく低下したという｡この間題の技術学的な解明はまだ与えられていないが,農家の

いう理由が正しいとすれば,それはやがてあたらしい耕土培養-⑲農家がすでに実践して

いるように-によって解決されると考えられそのかぎりで過渡的な問題といっていいかも

しれない｡けれども当面の農家経済にとって,それは決して軽視しえない問題だ｡

このことから,第4に稲作生産の面では農家経済は悪化したという変化が指摘される｡こ

この基盤整備は1 -クタ-ル当り, 62年度地区で462,000円, 63年度地区で602,000円平均し

て542,000円の事業費を要した｡この30%が農家負担だから,平均1-クタール当り162,000

円余, 1戸当りにすれば30万円余の負担だ｡但しこれは9年据置, 15年償還のためさしあた

って問題とはなっていない｡いま問題とされているのは,いわゆる設計外工事で64年中に農

家が-クタール当り31,000の費用をすでに負担していることだ｡ 1戸当り約6万円の費用増

だ｡前述の反収低下は,たとえば第19表でみるような生産量の減少一組収益減少をもたらし

ているが,これらはいずれも稲作経済の悪化要因となるものだ｡第2の変化として指摘した

省力効果もこのマイナスをうめるには,まったくたりないし,かつそれは農薬費,賃耕料金

等に相殺される｡基盤整備事業の農業経営にとってのげんみつなバランス･シートをつくる

のは,ここでの課題でないが当面右の点は看過しえぬ問題点だ｡

さいごに第5の変化は,基盤整備事業が部落耕区のみにかぎられているため,出耕作地が

とりのこされて,経営としては二重構造になってしまったということだ｡前述の耕地区画･
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第19表　米生産星の変化事例

農家番号L 62年I 64年l増減
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農道の拡大,耕地の集団化は基盤整備区域内のこと

であって,前出第5図でも例示されている周辺の出

耕作地はそのままとりのこされている｡ただこの実

態について,役場当局は8戸, 2.7-クタ-ルだと

いい,農家は12戸,概算9-クタール-集落の役

員をしている農家に,全戸をチェックしてもらった

△ 31　-だといってかならずもはっきりしない｡換地図

に記載されているものをみると第6図のとおりだ
ききとり調査　　　　　　　　が,これによれば9戸の農家が75枚の耕地を基盤整

備地区外にもっている｡ 1枚8ア-ルとして約6-クタ-ルとみてよい.出耕作地はすくな

くともこれ以下ではない｡他方第6図には基盤整備地区内の他集落からの大作耕地もしめし

てある｡不整形な耕地もあって正確な面積は不明だが約20枚, 1筆30アールとすれば約6 -

クタールの入作地がある｡基盤整備は46.6-クタールおこなったのだから,そこからこの人

作地を差引いた約41-クタ←ルが基盤整備地区内における平松集落農家の耕地だ｡前出第1

表によれば平松の農家の総耕地は約50-クタールだoそのうち41-クタ-ルが右のように整

備地区内にあれば,のこり9-クタールは整備地区外にあるとみなければならない｡この9

-クタールは農家からのききとりと一致するo

ともかく,このように未整備地区がかなりとりのこされている点は,さしあたり農業経営
2)

にとって,既存の耕禾云棟や脱穀･調整機械を処分できない重要な原因だ,前出｢実績報告

書｣の62年と63年を比較すると,この間に⑧･⑪農家は,それぞれ2分の1台所有だった籾

摺機を各1台所有に増加させている｡前図でみるように⑳農家がかなりの出耕作地をもって

いるのが原因であるまいか｡さらに64年になって, ⑨農家が中古品ではあるが,耕幸三機の更

新をしているのも,これが理由とおもわれる｡

反収低下がかりに回復したとしても,支出増加は解消しない｡それに対抗する手段として,

既存の農機具を処分して個人経営としての費用をさげるという方策が考えられるが,それは

しかし,右のごとき耕地一技術の二重構造を前提としては不可能である｡逆にそれを前提と

すれば,既存の耕弄云機をフルに利用することが経営としては合理的だということになり,そ

れは調査時において, 65年春耕の大型トラクターの申込がきわめてすくないという現象とな

ってあらわれていた｡ 30アール区画は既存の耕弄云機にとっても,きわめて作業効率をたかめ

る機能をもつ｡既存の耕弄云機で手に余る耕地,あるいは,疎の除去が済まないため耕転機が

第20表　労働生産性の変化事例

＼＼-㌔--　＼1 60年∃　64年

反　　　　　収

反当労働日数

1日当り生産量

反　　　　　　収

反当･労働日数

1日当り生産量

入れない耕地が大型トラクターの申込対象だ｡

さらに耕転機についていえは,そのもうひと

つの機能一運搬-でも存在理由をもっている｡

農道の拡張を基礎として,平松においても,

軽三輪,四輪車が62年3台, 63年6台とふえ

てきており,耕末云機の運搬機能は相対的に弱

化してきているが,早急には消滅しえない｡

このように耕地区画の二重性は,ある意味

で,ここの稲作技術構造全体の二重性を象徴

する｡それはせいぜい2-クタールていどの
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第6回　基盤整備後の出作･大作耕地

個別零細経営と,大型機械化一貫体系の想定すべき経営との差異を根底にした2重性だ0

前出第16表と第18表をくみあわせて, ㊨ ･ ㊨農家について労働生産性の変化をみると,反

収が増加していた⑳農家はもちろん,反収が低下していた④農家においても, 1日当り米生

産量はかなり増加している｡この点は社会的な生産力の発展と評価してよいが,しかし,す

でにのべたようにげんじつの零細農業経営はそのメリットを享受しえない｡労働力の過剰化
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を顕在化させるのみである｡

第21表によれば,松任町においても耕地の購入超過階層は一貫して, 1-1.5-クタ-ル

以上周であるoそのかぎりで,前述の｢耕地規模を拡大する方向｣が主として,中上屑にみ

られることはたしかだが,しかし,そのあゆみはこれまでみてきた諸矛盾を解決するにはあ

まりにもおそい｡われわれの調査農家においても, 55年以降耕地を購入していた農家は4戸

あり,さらに｢売り手があれば買う｣という農家が多いが,早急には実現しえない｡

第21表　自　作　地　売,T;の　状　況

2-3叫3町叫令計

資料　松任町lT2業委員会資料
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プラス･アルファをめざした経営転換もすでに酪農経営の分化を通じて,一定の結論に到

達していた｡当面,平松集落の水稲等作経営は,水稲作業の省力化を基礎として,日雇兼業

化の方向をいっそうおしすすめねばならない｡

農業近代化諸施設の意味は,こうしたプロセスを急速に促進した点にある｡

1)前出｢実績報告書, 62実験年度｣ 16頁は,この点をみあやまって,雇用労働は62年から減少した

としている｡まちがいである｡

2)実態調査以後, 5戸の農家が耕転機を更新したという,




